
入所（３０日当たり） 令和６年８月改定

負担段階 負担割合 基本料金
※1

食費
※2

居住費
※2 日用品費 口腔ケア用品 テレビ 冷蔵庫 合計金額

第２段階 １割 15,000円 11,700円 26,400円 71,100円

第３段階（１） １割 24,600円 19,500円 41,100円 103,200円

第３段階（２） １割 24,600円 40,800円 41,100円 124,500円

１割 29,735円 153,065円

２割・３割 44,400円 167,730円

２割 59,470円 182,800円

３割 89,205円 212,535円

※1基本料金：

特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（食費・居住費の負担限度額）ユニット型個室施設（１日当たり） ※

１割負担 ２割負担

６円/食 １２円/食

第１段階

・生活保護受給者

第２段階

外部委託（希望時のみ）

第３段階（１）

第３段階（２）

※１　基本料金は高額介護ｻｰﾋﾞｽ費適用後の金額です。

第４段階 ※２　食費と居住費は、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（負担限度額）の適用状況により変動します。

※３　クリーニングは、外部クリーニング業者による委託洗濯となります。

※４　理容・美容は、外部の訪問理容室および訪問美容室による施術となります。

※５　入所利用中は、抗癌剤や疼痛コントロールの為の麻薬など一部の特別な薬剤を除き、

　　　すべてのお薬を施設負担にて施設の医師が処方するため、原則お薬の費用は発生しません。

入　所　料　金　表　　（基本型）【要介護１】

　１回　　　５２８円   　～   　８５８円 ／ １ネット

　月　４，３００円　　～　　６，９００円　程度

クリーニング※３

※衣類の種類により料金が異なります。

3,300円 3,300円
第４段階
第５段階

43,350円 61,980円

第６段階
第７段階

教養娯楽費

要介護1 4,500円 6,000円 900円

（　基本利用料＋夜勤職員配置加算＋ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算＋科学的介護推進体制加算＋ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画情報加算＋介護職員等処遇改善加算　）

上記料金に加え、その他の加算または実費が加わる場合がございます。

利用者負担区分 預貯金等の基準額 食　　費
居住費 主な加算項目

（ﾕﾆｯﾄ型個室） 療養食加算

３００円 ８８０円

初期加算
６０円/日

※入所後３０日限度
３０円/日

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世
帯全員が区民税非課税の方

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算
２４０円/日 ４８０円/日

※入所後３か月限度

所定疾患施設療養費
２３９円/日 ４７８円/日

・預貯金等の資産が
単身で650万円、配
偶者がいる方で
1650万円以下

３９０円 ８８０円

（月に連続７日限度）

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下

の方

※その他にも適宜加算あり

・預貯金等の資産が
単身で1000万円、配
偶者がいる方で
2000万円以下

６５０円 １，３７０円
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以超１
２０万以下の方

・預貯金等の資産が
単身で550万円、配
偶者がいる方で
1550万円以下

カット ２，５００円 ～　　　カット＋パーマ　　６，５００円～

理容・美容※４

※ベッド上施術の場合、＋５００円

顔そりのみ １，０００円 ～　　　カット＋カラー　　４，８００円～
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万超の方

・預貯金等の資産が
単身で500万円、配
偶者がいる方で
1500万円以下

１，４４５円 ２，０６６円・本人が市民税非課税で、世帯員の中に
市民税課税者がいる方
・本人が市民税を課税されている方

１，３６０円 １，３７０円



入所（３０日当たり） 令和６年８月改定

負担段階 負担割合 基本料金※1 食費※2 居住費※2 日用品費 口腔ケア用品 テレビ 冷蔵庫 合計金額

第２段階 １割 15,000円 11,700円 26,400円 71,100円

第３段階（１） １割 24,600円 19,500円 41,100円 103,200円

第３段階（２） １割 24,600円 40,800円 41,100円 124,500円

１割 31,218円 154,548円

２割・３割 44,400円 167,730円

２割 62,436円 185,766円

３割 93,000円 216,330円

２割 62,436円 185,766円

３割 93,654円 216,984円

※1基本料金：

特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（食費・居住費の負担限度額）ユニット型個室施設（１日当たり） ※

１割負担 ２割負担

６円/食 １２円/食

第１段階

・生活保護受給者

第２段階

第３段階（１）

第３段階（２）

※ベッド上施術の場合、＋５００円

※１　基本料金は高額介護ｻｰﾋﾞｽ費適用後の金額です。

第４段階 ※２　食費と居住費は、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（負担限度額）の適用状況により変動します。

※３　クリーニングは、外部クリーニング業者による委託洗濯となります。

※４　理容・美容は、外部の訪問理容室および訪問美容室による施術となります。

※５　入所利用中は、抗癌剤や疼痛コントロールの為の麻薬など一部の特別な薬剤を除き、

　　　すべてのお薬を施設負担にて施設の医師が処方するため、原則お薬の費用は発生しません。

　　　

　１回　　　５２８円   　～   　８５８円 ／ １ネット

※衣類の種類により料金が異なります。

・預貯金等の資産が
単身で1000万円、
配偶者がいる方で
2000万円以下

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世
帯全員が区民税非課税の方

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下

の方

・預貯金等の資産が
単身で650万円、配
偶者がいる方で
1650万円以下

利用者負担区分 預貯金等の基準額

・本人が市民税非課税で、世帯員の中に
市民税課税者がいる方
・本人が市民税を課税されている方

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以超１
２０万以下の方

・預貯金等の資産が
単身で550万円、配
偶者がいる方で
1550万円以下

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万超の方

・預貯金等の資産が
単身で500万円、配
偶者がいる方で
1500万円以下

１，４４５円 ２，０６６円

６５０円 １，３７０円

１，３６０円 １，３７０円

クリーニング※３

理容・美容※４

３９０円 ８８０円

（月に連続７日限度）

外部委託（希望時のみ）

　月　４，３００円　　～　　６，９００円　程度

８８０円

初期加算
３０円/日 ６０円/日

※入所後３０日限度

所定疾患施設療養費
２３９円/日 ４７８円/日

【要介護２】

食　　費
居住費 主な加算項目

（ﾕﾆｯﾄ型個室） 療養食加算

要介護２ 4,500円 6,000円 900円 3,300円
第４段階
第５段階

43,350円 61,980円第６段階

第７段階

入　所　料　金　表　　（基本型）

カット ２，５００円 ～　　　カット＋パーマ　　６，５００円～

顔そりのみ １，０００円 ～　　　カット＋カラー　　４，８００円～

教養娯楽費

上記料金に加え、その他の加算または実費が加わる場合がございます。

3,300円

（　基本利用料＋夜勤職員配置加算＋ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算＋科学的介護推進体制加算＋ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画情報加算＋介護職員等処遇改善加算　）

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算
２４０円/日 ４８０円/日

※入所後３か月限度

３００円



入所（３０日当たり） 令和６年８月改定

負担段階 負担割合 基本料金※1 食費※2 居住費※2 日用品費 口腔ケア用品 テレビ 冷蔵庫 合計金額

第２段階 １割 15,000円 11,700円 26,400円 71,100円

第３段階（１） １割 24,600円 19,500円 41,100円 103,200円

第３段階（２） １割 24,600円 40,800円 41,100円 124,500円

１割 33,314円 156,644円

２割・３割 44,400円 167,730円

２割 66,628円 189,958円

３割 93,000円 216,330円

２割 66,628円 189,958円

３割 99,942円 223,272円

※1基本料金：

特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（食費・居住費の負担限度額）ユニット型個室施設（１日当たり） ※

１割負担 ２割負担

６円/食 １２円/食

第１段階

・生活保護受給者

第２段階

第３段階（１）

第３段階（２）

※ベッド上施術の場合、＋５００円

※１　基本料金は高額介護ｻｰﾋﾞｽ費適用後の金額です。

第４段階 ※２　食費と居住費は、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（負担限度額）の適用状況により変動します。

※３　クリーニングは、外部クリーニング業者による委託洗濯となります。

※４　理容・美容は、外部の訪問理容室および訪問美容室による施術となります。

※５　入所利用中は、抗癌剤や疼痛コントロールの為の麻薬など一部の特別な薬剤を除き、

　　　すべてのお薬を施設負担にて施設の医師が処方するため、原則お薬の費用は発生しません。

　　　

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万超の方

・預貯金等の資産が
単身で500万円、配
偶者がいる方で
1500万円以下

１，３６０円 １，３７０円

顔そりのみ
理容・美容※４

１，０００円 ～　　　カット＋カラー　　４，８００円～

外部委託（希望時のみ）

所定疾患施設療養費
２３９円/日 ４７８円/日

クリーニング※３

　月　４，３００円　　～　　６，９００円　程度

　１回　　　５２８円   　～   　８５８円 ／ １ネット

※衣類の種類により料金が異なります。

・預貯金等の資産が
単身で1000万円、
配偶者がいる方で
2000万円以下

３００円 ８８０円
・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世
帯全員が区民税非課税の方

（月に連続７日限度）
・預貯金等の資産が
単身で650万円、配
偶者がいる方で
1650万円以下

３９０円 ８８０円

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算
２４０円/日 ４８０円/日

※入所後３か月限度

初期加算
３０円/日 ６０円/日

※入所後３０日限度

【要介護３】 入　所　料　金　表　　（基本型）

居住費 主な加算項目

（ﾕﾆｯﾄ型個室） 療養食加算
利用者負担区分 預貯金等の基準額

教養娯楽費

上記料金に加え、その他の加算または実費が加わる場合がございます。

要介護３ 4,500円 6,000円 900円 3,300円 3,300円
第４段階
第５段階

43,350円 61,980円第６段階

第７段階

１，４４５円 ２，０６６円・本人が市民税非課税で、世帯員の中に
市民税課税者がいる方
・本人が市民税を課税されている方

（　基本利用料＋夜勤職員配置加算＋ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算＋科学的介護推進体制加算＋ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画情報加算＋介護職員等処遇改善加算　）

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下

の方

６５０円 １，３７０円
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以超１
２０万以下の方

・預貯金等の資産が
単身で550万円、配
偶者がいる方で
1550万円以下

カット ２，５００円 ～　　　カット＋パーマ　　６，５００円～

食　　費



入所（３０日当たり） 令和６年８月改定

負担段階 負担割合 基本料金※1 食費※2 居住費※2 日用品費 口腔ケア用品 テレビ 冷蔵庫 合計金額

第２段階 １割 15,000円 11,700円 24,600円 69,300円

第３段階（１） １割 24,600円 19,500円 39,300円 101,400円

第３段階（２） １割 24,600円 40,800円 39,300円 122,700円

１割 35,088円 156,618円

２割・３割 44,400円 165,930円

２割 70,176円 191,706円

３割 93,000円 214,530円

２割 70,176円 191,706円

３割 105,264円 226,794円

※1基本料金：

特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（食費・居住費の負担限度額）ユニット型個室施設（１日当たり） ※

１割負担 ２割負担

６円/食 １２円/食

第１段階

・生活保護受給者

第２段階

第３段階（１）

第３段階（２）

※ベッド上施術の場合、＋５００円

※１　基本料金は高額介護ｻｰﾋﾞｽ費適用後の金額です。

第４段階 ※２　食費と居住費は、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（負担限度額）の適用状況により変動します。

※３　クリーニングは、外部クリーニング業者による委託洗濯となります。

※４　理容・美容は、外部の訪問理容室および訪問美容室による施術となります。

※５　入所利用中は、抗癌剤や疼痛コントロールの為の麻薬など一部の特別な薬剤を除き、

　　　すべてのお薬を施設負担にて施設の医師が処方するため、原則お薬の費用は発生しません。

　　　

２４０円/日 ４８０円/日
※入所後３か月限度

所定疾患施設療養費
２３９円/日 ４７８円/日

３００円 ８８０円
・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世
帯全員が区民税非課税の方

（月に連続７日限度）

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

・預貯金等の資産が
単身で650万円、配
偶者がいる方で
1650万円以下

３９０円 ８８０円
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下

の方

外部委託（希望時のみ）

クリーニング※３

　月　４，３００円　　～　　６，９００円　程度

　１回　　　５２８円   　～   　８５８円 ／ １ネット

※衣類の種類により料金が異なります。

【要介護４】 入　所　料　金　表　　（基本型）

６０円/日

（　基本利用料＋夜勤職員配置加算＋ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算＋科学的介護推進体制加算＋ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画情報加算＋介護職員等処遇改善加算　）

（ﾕﾆｯﾄ型個室） 療養食加算

上記料金に加え、その他の加算または実費が加わる場合がございます。

食　　費
居住費

初期加算
３０円/日

※入所後３０日限度

主な加算項目
利用者負担区分 預貯金等の基準額

・預貯金等の資産が
単身で1000万円、
配偶者がいる方で
2000万円以下

3,300円
第４段階
第５段階

43,350円 60,180円

3,300円

第６段階

第７段階

教養娯楽費

要介護４ 4,500円 6,000円 900円

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以超１
２０万以下の方

・預貯金等の資産が
単身で550万円、配
偶者がいる方で
1550万円以下

カット ２，５００円 ～　　　カット＋パーマ　　６，５００円～

理容・美容※４

顔そりのみ １，０００円 ～　　　カット＋カラー　　４，８００円～

６５０円 １，３７０円

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万超の方

・預貯金等の資産が
単身で500万円、配
偶者がいる方で
1500万円以下

１，４４５円 ２，０６６円・本人が市民税非課税で、世帯員の中に
市民税課税者がいる方
・本人が市民税を課税されている方

１，３６０円 １，３７０円



入所（３０日当たり） 令和６年８月改定

負担段階 負担割合 基本料金※1 食費※2 居住費※2 日用品費 口腔ケア用品 テレビ 冷蔵庫 合計金額

第２段階 １割 15,000円 11,700円 24,600円 69,300円

第３段階（１） １割 24,600円 19,500円 39,300円 101,400円

第３段階（２） １割 24,600円 40,800円 39,300円 122,700円

１割 36,701円 158,231円

２割・３割 44,400円 165,930円

２割 73,402円 194,932円

３割 93,000円 214,530円

２割 73,402円 194,932円

３割 110,103円 231,633円

※1基本料金：

特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（食費・居住費の負担限度額）ユニット型個室施設（１日当たり） ※

１割負担 ２割負担

６円/食 １２円/食

第１段階

・生活保護受給者

第２段階

第３段階（１）

第３段階（２）

※ベッド上施術の場合、＋５００円

※１　基本料金は高額介護ｻｰﾋﾞｽ費適用後の金額です。

第４段階 ※２　食費と居住費は、特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費（負担限度額）の適用状況により変動します。

※３　クリーニングは、外部クリーニング業者による委託洗濯となります。

※４　理容・美容は、外部の訪問理容室および訪問美容室による施術となります。

※５　入所利用中は、抗癌剤や疼痛コントロールの為の麻薬など一部の特別な薬剤を除き、

　　　すべてのお薬を施設負担にて施設の医師が処方するため、原則お薬の費用は発生しません。

　　　

２４０円/日 ４８０円/日
※入所後３か月限度

所定疾患施設療養費
２３９円/日 ４７８円/日

３００円 ８８０円
・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世
帯全員が区民税非課税の方

（月に連続７日限度）

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

・預貯金等の資産が
単身で650万円、配
偶者がいる方で
1650万円以下

３９０円 ８８０円
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以下

の方

外部委託（希望時のみ）

クリーニング※３

　月　４，３００円　　～　　６，９００円　程度

　１回　　　５２８円   　～   　８５８円 ／ １ネット

※衣類の種類により料金が異なります。

【要介護５】 入　所　料　金　表　　（基本型）

６０円/日

（　基本利用料＋夜勤職員配置加算＋ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算＋科学的介護推進体制加算＋ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画情報加算＋介護職員等処遇改善加算　）

（ﾕﾆｯﾄ型個室） 療養食加算

上記料金に加え、その他の加算または実費が加わる場合がございます。

食　　費
居住費

初期加算
３０円/日

※入所後３０日限度

主な加算項目
利用者負担区分 預貯金等の基準額

・預貯金等の資産が
単身で1000万円、
配偶者がいる方で
2000万円以下

3,300円
第４段階
第５段階

43,350円 60,180円

3,300円

第６段階

第７段階

教養娯楽費

要介護５ 4,500円 6,000円 900円

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間８０万円以超１
２０万以下の方

・預貯金等の資産が
単身で550万円、配
偶者がいる方で
1550万円以下

カット ２，５００円 ～　　　カット＋パーマ　　６，５００円～

理容・美容※４

顔そりのみ １，０００円 ～　　　カット＋カラー　　４，８００円～

６５０円 １，３７０円

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課
税年金収入額と非課税年金収入額と合
計所得金額の合計が年間１２０万超の方

・預貯金等の資産が
単身で500万円、配
偶者がいる方で
1500万円以下

１，４４５円 ２，０６６円・本人が市民税非課税で、世帯員の中に
市民税課税者がいる方
・本人が市民税を課税されている方

１，３６０円 １，３７０円


